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・ゆうちょ銀行振替口座   ００９２０－４－３０５９９３ 

・三井住友銀行 西宮支店 普通 ８６５４０３９ 

        （口座名） 一般財団法人 奥山保全トラスト 

～土地取得・トラスト地管理資金にご協力ください～ 

このたび、「公益財団法人」格の取得を目指して、「一般財団法人」奥山保全トラスト を設立いたしました。 

公益財団法人を取得するまでは、ＮＰＯ法人奥山保全トラストも残しておきます。 

一般財団法人 奥山保全トラストへのご寄付口座は以下です 



 

 

 これまで、ＮＰＯ法人奥山保全トラストをご支援

してきてくださったみなさま、本当にありがとうご

ざいます。おかげさまで、ＮＰＯ法人奥山保全トラ

ストは、２００６年の設立以来これまでに、奥山原

生林を中心とした１９４４ヘクタールのトラストに

成功し、一つの団体としては、日本最大のナショナ

ル・トラスト団体にまで成長しました。   

 このような成果を上げることができたのは、わが

国に残されたわずかな原生林を永久に手つかずで残

したいという、個人篤志家のみなさま及び多くの熊

森会員や一般国民のみなさま方の熱い思いとご寄付

のおかげであり、心から感謝申し上げます。 

 この度ＮＰＯ法人の理事会及び総会で、トラスト

運動をさらに発展させていくため、今後は、（２０

０６年当時はまだ制度として確立していなかった）

公益財団法人の形でトラスト地を保有、取得できる

ようにしていくべきだという結論を得ました。 

（注：公益財団法人への寄付金は、寄付金控除や税

の優遇措置対象となります。） 

 ＮＰＯ法人を公益財団法人にすることができれば

簡単なのですが、法的には、いったん一般財団法人

を作り、認定を受けて公益財団法人になる道しかあ

りません。そのため、現在のＮＰＯ法人とは別団体

として、新たに一般財団法人を設立し、公益財団法

人化を進めることになりました。ＮＰＯ法人奥山保

全トラストの所有する12か所のトラスト地から、兵

庫県戸倉トラスト地だけを、とりあえず一般財団法

人奥山保全トラストに移転することになりました。  

 制度上、しばらくは、ＮＰＯ法人と一般財団法人

の2団体が存在するという複雑なことになります。 

一般財団法人が公益財団になった暁には、残りの全

トラスト地を公益財団法人へ移転し、

ＮＰＯ法人の方は解散する予定です。  

 役員一同、早期の公益法人化をめざ

しますので、今後は、それまでどう

か、一般財団法人奥山保全トラストを

ご支援していただきますようお願い申

し上げます。 
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最奥中央が室谷悠子理事長（平成26年３月１日 兵庫県西宮市内にて）  
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ＮＰＯ法人奥山保全トラストをご支援してきてくださったみなさまへ 

今後、奥山トラストのさらなる発展のためには、奥山保全トラストを公益財団法人化 

する必要があり、その前段階として、一般財団法人奥山保全トラストを設立しました！ 

一般財団法人 奥山保全トラスト 理事長 室谷 悠子 

一般財団法人 奥山保全トラスト 役員 

           （登記日 平成26年3月13日） 
一般財団法人 奥山保全トラスト 設立準備会の様子 


